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「現場代理人の常駐の取扱いについて」の一部改正について（通知）

このことについて、「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」（令和２年10月28日付け２高情政

第749号総務部長通知）に基づき押印の見直しを行い、「現場代理人の常駐の取扱いについて」（平成21

年５月７日付け21高建管第103号土木部長通知）の一部を別添のとおり改正しましたので、通知します。

なお、改正内容は下記のとおりです。

記

１ 改正内容

押印の見直しに伴う規定の整備や、押印を不要とする様式等を改正しました。

２ 施行日

この改正は、令和４年１月１日から施行します。

様
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現場代理人の常駐の取扱いについて

第１ 定義等

１ 常駐

県が現場代理人に求める常駐は工事現場又は工場製作現場への常駐であり、常駐とは、特別な

理由がある場合を除き、常に工事又は工場製作の現場に滞在することをいうものとする。

工事又は工場製作の現場とは、当該現場の敷地にとどまらず、その近傍で直接管理可能な一定

の場所を含むものとするが、近傍であっても、他の工事又は工場の現場（第２の規定により兼務

を承認した現場を除く。）は含まない。

特別な理由がある場合とは、本社又は県との協議のため短時間現場を離れる必要がある場合、

休日で現場が稼動していない場合等、当該現場に現場代理人が滞在しないことについて、客観的

にやむを得ない、又は正当であると認められることをいう。ただし、数日間本社の技術者監督業

務のため現場を離れる等、受注者の業務管理上の事由は認められない。

２ 常駐が必要な期間

建設工事請負契約書の規定に基づき現場代理人が現場に常駐しなければならない期間は、着手

日から受注者の工事完成通知が行われた日までとする。ただし、完成検査不合格となり手直し工

事が行われる場合には、手直し工事の開始日から県が完成検査合格通知を行った日までの間を加

えるものとする。

３ 着手日

工事のため、次のいずれかに着手した初日とする。

(１) 測量

(２) 現場事務所等の建設

(３) 工場製作

(４) 調達すべき外注資材（工場製作が必要な場合を含む。）の発注

４ 着工日

調達資材が工事現場に搬入され、目的工作物等の施工に着手するなど、工事現場が現実に稼動

する初日をいう。

５ 常駐を要しない期間

休日等で工事現場が稼動していないときのほか、次の場合には、工事現場が稼動しない期間中、

現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

(１) 施工のために工場製作又は外注資材の発注が必要な工事で、着手日以降測量等が完了した後、

工場製作品又は外注資材品を待って着工日まで工事現場の稼動がない場合

(２) 施工のために工場製作又は外注資材の発注が必要な工事で、測量等は要せず、工場製作品又

は外注資材品を待って着工日まで工事現場の稼動がない場合

(３) 契約担当機関により工事の一時中止（部分中止は除く。）が行われ、工事再開まで工事現場

の稼動がない場合（現場管理のため、契約担当機関が工事現場への常駐を特に指示した場合を

除く。）

６ 現場代理人の途中変更

受注者は、届け出た現場代理人を変更することができない。

ただし、次のいずれかの場合には、契約担当機関との事前協議により契約担当機関が工事の施

工継続に支障がないと認める場合に限り、現場代理人を変更できる。
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(１) 現場代理人の退職又は疾病による休暇等、個人的事情ではあるが真にやむを得ないと認めら

れる場合（人事異動等、受注者の業務管理上の事由は除く。）

(２) 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、施工が工場から現場へ移行する時

点で交替する場合

(３) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等、受注者の責によらない事

由により相当期間工事に着手できず、又は中断された後再着手となった場合

(４) 受注者の責によらない事由により工事中止（部分中止は除く。）となった場合、又は工事内

容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合

(５) ダム、トンネル等の大規模な工事であって、ひとつの契約工期が多年に及ぶ場合

(６) 第３の３の規定による場合

(７) その他、受注者の都合によるもので、契約担当機関との協議により、工事の施工継続に支障

がないと認める場合

７ 現場代理人の資格要件

現場代理人となるための資格要件は、特に定めてないが、受注者に代わって現場の運営及び取

締りを行うという、建設工事請負契約書に定められた職務が遂行できる者でなければならず、ま

た、受注者と直接的な雇用関係にあることが必要である。

配置技術者と現場代理人の兼務は認められるが、建設業法（昭和24年法律第100号）上、次

の者は各々の職務に常勤又は専任でなければならないとされていることから、現場代理人となる

ことができない。

(１) 経営業務の管理責任者

(２) 営業所における専任の技術者

８ 現場代理人の届出

(１) 当該工事の現場代理人は、別に定める現場代理人・技術者届により、建設工事請負契約の締

結時に契約担当機関に届け出なければならない。

(２) 当該工事の配置技術者が現場代理人を兼務する場合には、一般競争入札による工事では、当

該入札の入札参加資格確認申請時に配置予定技術者届で届け出た者を、現場代理人として届

け出ること。

(３) ６(２)に該当し、工場と現場で現場代理人が異なる場合には、建設工事請負契約締結時に工

場、現場の現場代理人をそれぞれ届け出ること。

(４) ６(１)又は(３)～(７)に該当し、現場代理人を変更する場合は、あらかじめ別に定める現場

代理人変更届により、契約担当機関に届け出ること。

(５) 当該工事の現場代理人の常駐がなく、現場代理人常駐の指示にもかかわらず、なお常駐がな

いときは、契約担当機関は契約を解除する。

第２ 現場代理人の兼務

１ 兼務の取扱い

(１) 受注者は、次のいずれかに該当する場合は、現場代理人の兼務を申請することができる。た

だし、①、②及び④に掲げる場合において発注機関が異なるときは、受注者は、現場代理人が

兼務となる旨の承諾をあらかじめ当該発注機関から得ておかなければならない。

なお、兼務が承認された場合は、現場代理人は必ず兼務するいずれかの工事現場に滞在し、

かつ、一日につき１回以上それぞれの工事現場に滞在しなければならないものとする。

① 請負対象金額（税込。以下同じ。）3,500万円未満の災害復旧工事（緊急発注工事を含む。）

を複数受注した場合

② 請負対象金額500万円未満の工事を複数受注した場合
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③ 施工中の工事と直接関連する別の工事を随意契約により受注した場合（ただし、同一機関

の発注による工事に限る。）

④ 施工中の工事に隣接し、かつ、関連性のある別の工事を受注した場合

(２) (１)の②に掲げる場合においては、次に掲げる要件を考慮して、兼務を承認するかどうかの

判断を行うものとする。

ア 交通量が多い場所での工事（ただし、工事場所が区分され通行者等へ工事の影響が及ばな

い工事は除く。）であるか。

イ 通学者が多い場所での工事（ただし、工事場所が区分され通学者へ工事の影響が及ばない

工事は除く。）であるか。

ウ 夜間工事であるか。

エ 急傾斜地崩壊対策工事であるか。

オ アからエまでに掲げるもの以外で、発注機関が単独での現場代理人配置が必要と判断する

工事であるか。

(３) (１)の①から④までに掲げる場合のうち、それぞれ異なる条項に該当する複数工事に係る現

場代理人を、同時に兼務することは承認しない。また、(１)の①又は②に掲げる場合に該当す

ることによる兼務については、すべての工事を概ね30分以内で移動できる場合に限り承認する

ものとする。

(４) 受注者は、橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製

作のみが行われている期間は、同一工場において現場代理人を兼務させることができる。

(５) 受注者は、当該工事の現場代理人として届け出た者を、第１の５(１)又は(２)に該当し、着

手日以降着工日までの現場代理人の常駐を要しない期間中に限り、別の工事の現場代理人とし

て届け出ることができる（第３の１に定める要件を満たす場合に限る。）。

(６) 当分の間、(１)に掲げる場合のほか、請負対象金額3,500万円未満の工事について２件を限

度に兼務を申請することができるものとする。兼務を承認するかどうかの判断は、(１)及び(２)

に掲げる要件を考慮し、併せて工事間を概ね30分以内で移動できる場合に限り承認するものと

する。

(７) 当分の間、土木構造物の維持管理業務委託入札の取扱いについて（平成22年３月12日付け

21高建管第1165号土木部長通知）第１の１(１)に規定する土木構造物の維持管理業務委託（以

下「維持管理業務委託」という。）の受注者は、当該業務の現場責任者と現場代理人について、

発注者が認めた場合に限り兼務を申請することができるものとし、「維持管理業務委託」を「工

事」と、「維持管理業務委託の委託箇所」を「工事の現場」と、「現場責任者」を「現場代理人」

とみなして、(１)②、(２)、(３)及び(６)の規定を適用する。この場合において、(６)の規定

中「２件を限度」とあるのは、「維持管理業務委託を含む場合は３件を限度」と読み替えるもの

とする。

(８) 当分の間、(１)に掲げる場合のほか、請負対象金額3,500万円以上の工事を含む場合であっ

ても、建設業法施行令第27条第２項の規定により主任技術者の兼務が認められる工事について

は、２件を限度に兼務を申請することができるものとする。兼務を承認するかどうかの判断は、

(１)及び(２)に掲げる要件を考慮し、併せて工事間を概ね30分以内で移動できる場合に限り承

認するものとする。

２ 現場代理人の兼務の申請等

１の(１)、(６)、(７)又は（８）に該当する場合は、受注者は、現場代理人（維持管理業務委

託との兼務の場合にあっては、現場代理人及び現場責任者。以下同じ。）の兼務を様式１により

契約締結機関に申請することができる。

１の(４)に該当する場合は、受注者が現場代理人・技術者届に兼務状況を記載することにより、

兼務を認める。
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３ 現場代理人の兼務の承認

契約担当機関は、１の(１)、(６) 、(７)又は（８）の申請があり、工事施工に支障がないと

認めた場合はこれを承認するものとする。

４ 承認又は却下の通知

契約担当機関は、１の(１) 、(６) 、(７)又は（８）により現場代理人の兼務を承認したとき

は、様式２により受注者に通知すること。

却下するときは、様式３により理由を付して通知すること。

第３ 常駐を要しない期間中の現場代理人の取扱い

１ 資材調達等により常駐を要しない期間がある場合

(１) 受注者は、第１の５の(１)又は(２)に該当する期間中に完成が見込まれる工事について、当

該工事の現場代理人を兼務させるときには、様式４により当該工事の契約担当機関に届け出る

ことができる。様式４は、正副の２部を作成の上、両方を提出しなければならない。

(２) 契約担当機関は、必要に応じて当該工事の現場代理人が兼務する他の工事の契約担当機関

（以下「兼務工事契約担当機関」という。）に照会するなどした上で、当該工事の現場代理人

の常駐を要しない期間中に兼務の対象となる他の工事が完成するかどうかを判断して、兼務届

出承認の可否を決定しなければならない。

(３) 契約担当機関は、現場代理人の兼務届出を承認するときは、様式４の正本は保管し、副本に

承認の記名を行い、受注者に交付すること。

また、承認することが適当でないと判断したときは、様式３により理由を付して却下通知

をすること。

(４) 現場代理人の兼務届出の承認を受けた受注者は、兼務工事契約担当機関に、現場代理人の兼

務届出承認（様式４副本）の写しを提出しなければならない。ただし、兼務工事契約担当機関

が現場代理人の兼務を認めるかどうかは、当該機関の判断による。受注者は、(１)の届出の前

に、兼務工事契約担当機関に現場代理人兼務の可否を確認しておかなければならない。

(５) 兼務工事担当機関が県の機関である場合には、当該機関は、施工に支障があると特に認めら

れる場合を除いて、現場代理人の兼務を認めなければならない。

(６) 現場代理人の兼務届出を承認された工事の完成後、当該工事に着工するときには、契約担当

機関に着工届（様式５）を提出するとともに、当該工事の現場代理人を常駐させなければなら

ない。

２ 契約担当機関により工事の一時中止が行われ、常駐を要しない期間がある場合（第１の５(３)）

受注者は、工事一時中止日から再開日までの現場代理人の常駐を要しない期間中、当該工事の

現場代理人を他の工事（当該工事の現場代理人の常駐を要しない期間中に完成できる見込みのあ

る工事のものに限る。）の現場代理人とすることができる。

この場合の書面手続は不要だが、契約担当機関へ口頭により報告するものとする。

３ 着工日又は工事再開日における現場代理人の変更

兼務工事契約担当機関発注の工事の完成が遅れ、当該工事の着工時に当該現場代理人の常駐が

できないときは、受注者は、契約担当機関と協議の上、現場代理人の変更を届け出ることができ

る（第１の６の(４)又は(６)に該当。）。ただし、着工又は再開後は現場代理人の変更を行うこと

ができない。

契約担当機関は、施工上特に支障がない場合には、やむを得ぬものとして現場代理人の変更を
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認めること。

受注者が当該工事の着工時に現場代理人を常駐させていないときは、契約担当機関は、現場代

理人の常駐を受注者に指示し、なお常駐がないときは、契約を解除するものとする。

第４ 配置技術者が現場代理人を兼務する場合の取扱い

１ 配置技術者の専任が必要な場合

建設業法上、配置技術者の専任（他の工事に係る職務の兼務を認めないことをいう。）が必要

な請負金額3,500万円以上（建築一式は7,000万円以上）の工事において、配置技術者が現場代

理人を兼務する場合には、現場代理人の常駐を要しない期間中であっても、配置技術者の専任制

の制約上、次のいずれかの期間を除き他の工事の現場代理人を兼務することができない。（第２

の１の（８）に該当する場合を除く。）

(１) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが

行われている期間

(２) 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事が全面的に一時中止している期間

ただし、いずれの場合も、契約担当機関と受注者の間で、(１)又は(２)の期間が設計図書又は

打ち合わせ記録等の書面により明確となっていること（専任が必要な配置技術者の専任を要しな

い期間の取扱いの特例）。

２ 配置技術者の専任が必要でない場合

配置技術者の専任が必要でない請負金額3,500万円未満（建築一式は7,000万円未満）の工事

であっても、配置技術者が現場代理人を兼務する場合には、現場代理人の工事現場への常駐義務

の制約上、第２の１の(１)、(６)、(７)又は（８）により、他の工事の現場代理人との兼務が認

められる場合を除いて、他の工事の主任技術者を兼務することができない。

（兼務を認める場合においては、別に定める「他の工事との兼務状況」が契約時に提出された際

に、主任技術者の兼務要件と現場代理人の兼務要件のそれぞれを確認すること。）

第５ その他

１ 現場代理人常駐の取扱い一覧

現場代理人の常駐に関してこの通知の取扱いをとりまとめれば、別記のとおりである。

２ 施行期日

この通知は平成21年５月７日から施行する。

この通知は平成21年11月13日から施行する。

この通知は平成22年２月15日から施行する。

この通知は平成23年４月１日から施行し、同日以後に指名通知を行う指名競争入札から適用す

る。

この通知は、平成25年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う指名競争入札から適用する。

この通知は、平成26年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う指名競争入札から適用する。

この通知は、平成28年６月１日から施行する。

この通知は、平成29年４月１日から施行する。

この通知は、令和３年４月１日から施行する。

この通知は、令和４年１月１日から施行する。
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別 記

現 場 代 理 人 常 駐 の 取 扱 い 一 覧

１ 現場代理人・技術者届により現場代理人の兼務を認める場合

○ケース１（工場製作(自社製作)を含む工事で現場が直ちに稼動しない場合・第２の１(４)該当）

着手日 製作完了

工場製作期間

現場代理人Ａ・工場に要常駐（兼務可）

現場代理人Ｂ・工事現場に要常駐（兼務不可）

工事現場稼動期間

着工日 工事完成通知日

・現場代理人Ａは、工場に常駐し、複数工事分の製作の現場代理人を兼ねることができる。

・現場代理人Ｂは、工事現場常駐は着工日から（着工日以前の常駐は要せず、他の工事の現場代理人

を務めることもできる。）。ただし、工場製作開始前に測量が必要な場合には、測量実施期間中に現

場代理人Ｂの現場常駐が必要。（ケース８参照）

・着工日以降現場代理人Ｂの常駐がなければ、契約解除。（他工事現場代理人との兼務は不可）

・建設工事請負契約締結時には、現場代理人Ａ、Ｂの両方の届出が必要。受注者は、着工日以前であ

ればＢから他の現場代理人への変更の届け出ができる。（現場代理人Ａは変更不可）

・受注者は、着工時に土木事務所長に着工届（様式５）を提出する。
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２ 申請により現場代理人の兼務を認める場合

○ケース２（3,500万円未満の災害復旧工事で現場代理人を兼務する場合・第２の１(1)①該当）

・受注者は、工事①(3,500万円未満災害復旧工事)、工事②(3,500万円未満災害復旧工事)及び工事

③(500万円未満災害復旧工事)の現場代理人をＣ一人に兼務させる申請をすることができる（工

事①～③に他機関発注工事がある場合には、受注者は、現場代理人の兼務申請につきあらかじめ

当該他機関の承諾を得ることが必要）。

・契約担当機関の長は、工事①～③のうち自発注工事の施工に支障がないと認めた場合に現場代理

人の兼務を承認する。

・災害復旧工事以外の工事については、500万円未満であっても、この条項により兼務を承認され

た現場代理人と同時に兼務することは認められない。

・工事①～③は、すべての工事を概ね30分以内で移動できるものでなければならない。

現場代理人Ｃ・工事現場に要常駐 工事完成通知日

工事①(3,500万円未満災害復旧工事)

着手日
工事②(3,500万円未満災害復旧工事)

着手日

工事③(500万円未満災害復旧工事)

着手日

※工事④(500万円未満の

一般工事）は非承認

着手日
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○ケース３（500万円未満の工事で現場代理人を兼務する場合・第２の１(1)②該当）

・受注者は、工事①(500万円未満一般工事)、工事②(500万円未満災害復旧工事)及び工事③(500万円未

満一般工事)の現場代理人をＤ一人に兼務させる申請をすることができる（工事①～③に他機関発注

工事がある場合には、受注者は、現場代理人の兼務申請につきあらかじめ当該他機関の承諾を得るこ

とが必要）。

・契約担当機関の長は、工事①～③のうち自発注工事の施工に支障がないと認めた場合に現場代理人の

兼務を承認する。

・災害復旧工事で500万円未満のものについても、この条項に該当することとして現場代理人の兼務を

承認する。

・災害復旧工事で500万円以上3,500万円未満のものについては、この条項により兼務を承認された現場

代理人と同時に兼務することは認められない。

・工事①～③は、すべての工事を概ね30分以内で移動できるものでなければならない。

現場代理人Ｄ・工事現場に要常駐 工事完成通知日

工事①(500万円未満一般工事)

着手日
工事②(500万円未満災害復旧工事)

着手日

工事③(500万円未満一般工事)

着手日

※工事④(500万円以上3,500万円

未満の災害復旧工事）は非承認

着手日
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○ケース４（施工中の工事と直接関連する別の工事を随意契約により受注して現場代理人を兼務する場

合・第２の１(1)③該当）

現場代理人Ｅ・工事現場に要常駐

工事① 工事完成通知日

着手日 工事②

着手日

・工事②は、請負対象金額上の制限はないが、同一契約担当機関の随意契約によるもので、工事

①と直接関連するものでなければならない。

・受注者は、工事①及び②の現場代理人をＥ一人に兼務させる申請をすることができる。

・契約担当機関の長は、工事①及び②の施工に支障がないと認めた場合に現場代理人の兼務を承

認する。

・①と②以外の工事を現場代理人Ｅが兼務することは認められない。

○ケース５（施工中の工事に隣接し、かつ、関連性のある別工事を受注して現場代理人を兼務する場合・

第２の１(1)④該当）

現場代理人Ｆ・工事現場に要常駐

工事① 工事完成通知日

着手日 工事②

着手日

・工事②は、請負対象金額上の制限はないが、①の工事現場に隣接し関連性のあるものでなけれ

ばならない。

・受注者は、工事①及び②の現場代理人をＦ一人に兼務させる申請をすることができる（①又は

②の発注機関が他機関である場合には、受注者は、現場代理人の兼務申請につきあらかじめ当

該他機関の承諾を得ることが必要）。

・契約担当機関の長は、自発注工事の施工に支障がないと認めた場合に現場代理人の兼務を承認

する。

・①と②以外の工事を現場代理人Ｆが兼務することは認められない。
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○ケース６（3,500万円未満の工事で現場代理人を兼務する場合・第２の１(６)該当）

・受注者は、工事①(3,500万円未満一般工事)及び工事②(3,500万円未満一般工事)の現場代理人をＧ一

人に兼務させる申請をすることができる（工事①又は②に他機関発注工事がある場合には、受注者は、

現場代理人の兼務申請につきあらかじめ当該他機関の承諾を得ることが必要）。

・契約担当機関の長は、工事①又は②のうち自発注工事の施工に支障がないと認めた場合に現場代理人

の兼務を承認する。

・災害復旧工事で3,500万円未満のものについても、この条項に該当することとして現場代理人の兼務

を承認する。

・500万円以上3,500万円未満の工事を含む場合、２件を限度に兼務を承認するものであり、500万円以

上3,500万円未満の工事を１件でも含んで兼務が承認されておれば、３件目以降（このケースでは工

事③及び④）の兼務は認められない。

・工事①及び②は、概ね30分以内で移動できるものでなければならない。

現場代理人Ｇ・工事現場に要常駐 工事完成通知日

工事①(3,500万円未満一般工事)

着手日
工事②(3,500万円未満一般工事)

着手日

※工事③(500万円未満一般工事) は非承認

着手日

※工事④(500万円以上3,500万円

未満の災害復旧工事）は非承認

着手日
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○ケース７（3,500万円未満の工事及び維持管理業務委託で現場代理人及び現場責任者を兼務する場合・第

２の１(７)該当）

・受注者は、維持管理業務委託①(3,500万円未満)、工事①(3,500万円未満一般工事)及び工事②(3,500

万円未満一般工事)の現場代理人・現場責任者をＨ一人に兼務させる申請をすることができる（工事

①、工事②又は維持管理業務委託①に他機関発注がある場合には、受注者は、現場代理人・現場責任

者の兼務申請につきあらかじめ当該他機関の承諾を得ることが必要）。

・契約担当機関の長は、工事①、工事②又は維持管理業務委託①のうち自発注工事等の施工に支障がな

いと認めた場合に現場代理人・現場責任者の兼務を承認する。

・災害復旧工事で3,500万円未満のものについても、この条項に該当することとして現場代理人・現場

責任者の兼務を承認する。

・500万円以上3,500万円未満の維持管理業務委託を含む場合、３件を限度に現場代理人・現場責任者の

兼務を承認するものであり、４件目以降（このケースでは工事③及び維持管理業務委託②）の兼務は

認められない。

・工事①、工事②及び維持管理業務委託①は、概ね30分以内で移動できるものでなければならない。

現場代理人Ｈ（現場責任者）・委託箇所等に要常駐 完了通知日

維持管理業務委託①(3,500万円未満)

着手日
工事①(3,500万円未満一般工事)

着手日

工事②(3,500万円未満一般工事)

着手日

※維持管理業務委託②及び工事③

(500万円未満）は非承認

着手日
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３ 工事現場への常駐を要しない場合

○ケース８（資材調達(工場製作が必要なものを含む。)の後に施工する工事・第１の５(１)・(２)、第２

の１(５)及び第３の１・３該当）

現場代理人Ｉ

工事現場に要常駐 現場代理人Ｉ（orＪ）・工事現場に要常駐

工事現場非稼動期間

工事①（Ａ土木事務所発注）

着手日 測量実施

資材調達（工場製作）

期間

工事現場稼動期間

資材発注 着工日

（工場製作 工事完成通知日

発注）

現場代理人Ｉ要常駐

工事②（Ｂ林業事務所発注）

着手日 工事完成通知日

・現場代理人Ｉは、着手日から測量実施期間中は工事現場に常駐を要するが、測量が完了し、実

際に工事現場の稼動がない期間は常駐を要しない。

・受注者は、工事①の着手後測量が完了し工事現場稼動開始（着工日）までの間は、工事②の契

約担当機関に現場代理人兼務の承諾を受けた上で、Ａ土木事務所長に現場代理人Ｉに工事②の

現場代理人を兼務させる届出をすることができる。

・受注者が現場代理人の兼務の届出ができる工事②は、着手してから工事①の現場稼動開始（着

工日）以前に完工可能な工期の工事であること。

・Ａ土木事務所長は、工事①の施工に支障がない（現場代理人の兼務となる工事②は、工事①の

着工以前に終えられる程度の工事である）と認めた場合に、現場代理人の兼務届出を承認する。

・Ｂ林業事務所長は、工事②の建設工事請負契約締結時にＡ土木事務所長の現場代理人兼務届出

承認の写しの提出を受注者から受け、工事①、②での現場代理人兼務状況を確認する。

・工事①の現場稼動開始（着工日）時点で現場代理人の常駐が必要だが、工事②が完成せず現場

代理人Ｉが工事①への常駐ができない場合には、受注者は、着工日以前であれば現場代理人Ｊ

に変更届出ができる。Ａ土木事務所が現場代理人の変更を認めた場合は、現場代理人Ｉが主任

技術者（工事①、②が配置技術者の専任を要しない工事である場合に限る。）との兼務である

ときには、併せて主任技術者の変更も認める（着工日以降変更は不可。）。

・受注者は、工事①着工時にＡ土木事務所長に着工届（様式５）を提出する。

・工事現場非稼動期間中に現場代理人Ｉが現場代理人を務めることができる工事は、工事①の工

事現場非稼動期間中に完成するものであれば、工事②のほか複数のものであっても差し支えな

いほか、工事着工後別の資材調達のため再度工事現場が非稼動となる場合にも、同様の取扱い

を行う。ただし、工事①が配置技術者の専任が必要な工事で、現場代理人が主任技術者又は監

理技術者と兼務である場合は、他の工事の現場代理人となることはできない。

・工事着工日以降現場代理人の常駐（着手時の現場代理人には限らない。）がなければ契約解除。
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○ケース９（工事一時中止が行われ現場が稼動していない場合・第１の５(３)及び第３の２・３該当）

現場代理人Ｋ・工事現場に要常駐 現場代理人Ｋ（orＬ）・工事現

場に要

着手日 常駐義務解除 常駐

工事一時中止 工事再開 工事完成通知日

・工事の一時中止期間中は、契約担当機関が現場管理のため必要と認め特に指示した場合を除き、

現場代理人の常駐は要しない。

・現場代理人Ｋは、工事一時中止期間中は他の工事の現場代理人を務めることもできる。この場

合には、契約担当機関に口頭で報告しなければならない。

・工事再開後は現場代理人の常駐が必要だが、現場代理人Ｋが常駐できない場合には、再開日以

前であれば受注者は現場代理人Ｌに変更届出できる（工事再開日以降変更は不可。）。

・工事再開日以降現場代理人の常駐（着手時の現場代理人には限らない。）がなければ契約解除。

４ 現場代理人の兼務を認められない場合

○ケース１０（外注資材の発注期間中又は工事一時中止期間中ではないが、工期中に休日等の短期(１～３

日程度）の現場非稼動日がある場合）

工事① 現場代理人Ｍ・工事現場に要常駐（実線部分の期間）

着手日 非稼動 非稼動 非稼動 工事完成通知日

工事② 現場代理人要常駐（実線部分の期間）・Ｍの兼務は不可

着手日 非稼動 非稼動 工事完成通知日

・工事現場非稼動日には、現場代理人Ｍは工事現場への実際の常駐は要しない。

・工事現場非稼働日設定は、工期内完成が図られるのであれば、受注者の任意。

・工事現場非稼動日に現場代理人Ｍが他の工事の現場代理人となることは認められない。



様式１

令和 年 月 日

高知県知事 様

（受注者名）

商号又は名称

代 表 者

現場代理人の兼務について（申請）

現場代理人の常駐の取扱いについて通知の第２の１(１)(①・②・③・④)（６）（７）（８）に該当し、

また、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡

体制が確保できますので、下記のとおり申請します。

記

１．現場代理人を兼務させる予定の工事

２．現場代理人が兼務となる他の工事

注 「第２の１(１)(①・②・③・④)（６）（７）（８）」の部分は、該当する条項に○を記入すること。

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要



様式２

第 号

令和 年 月 日

（受注者名）

商号又は名称

代 表 者 様

高知県知事

現場代理人の兼務について（承認）

令和 年 月 日付けで申請のあった標記の件については、下記のとおり承認します。

記

１．現場代理人を兼務させる工事

２．現場代理人が兼務となる他の工事

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要



様式３

第 号

令和 年 月 日

（受注者名）

商号又は名称

代 表 者 様

高知県知事

現場代理人の兼務申請の却下について

令和 年 月 日付けで現場代理人の（兼務申請・兼務届出）のあった下記工事については、下

記の理由により却下します。

記

１．現場代理人の（兼務申請・兼務届出）のあった工事

２．現場代理人が兼務となる他の工事

３．認めない理由

注 （ ）は、通知第２の１(１)(①・②・③・④)（６）（７）（８）による場合は「兼務申請」、通知第

２の１(５)による場合は「兼務届出」として通知すること。

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要



様式４（正本）

令和 年 月 日

高知県知事 様

（受注者名）

商号又は名称

代 表 者

現場代理人の兼務の届出について

現場代理人の常駐の取扱いについて通知の第２の１（５）に該当しますので、下記のとおり届け出ます。

記

１．現場代理人を兼務させる工事

２．現場代理人が兼務となる他の工事

注１ 受注者は、様式４の正本・副本の２部を作成し、契約担当機関に提出すること。

２ 現場代理人の兼務となる他の工事の発注機関名は、事務所名まで具体的に記載すること。

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

発 注 機 関 名

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

発 注 機 関 名

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要



様式４（副本）

令和 年 月 日

高知県知事 様

（受注者名）

商号又は名称

代 表 者

現場代理人の兼務の届出について

現場代理人の常駐の取扱いについて通知の第２の１（５）に該当しますので、下記のとおり届け出ます。

記

１．現場代理人を兼務させる工事

２．現場代理人が兼務となる他の工事

上記の現場代理人の兼務について、承認します。

令和 年 月 日

契約担当機関名

注１ 契約担当機関は、承認の記名をし、受注者に交付すること。

２ 受注者は、本書写しを兼務工事契約担当機関に提出すること。

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

発 注 機 関 名

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要

現場代理人氏名

工 事 番 号 請 負 金 額

工 事 名

施 工 箇 所

発 注 機 関 名

工 期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

工 事 概 要



様式５

令和 年 月 日

高知県知事 様

（受注者名）

商号又は名称

代 表 者

着 工 届

現場代理人の常駐の取扱いについて通知の第１の４に規定する着工日について、下記のとおり届け出ま

す。

記

注１ 工期は、建設工事請負契約書上の工期であること。

２ 工事着手日は、着手届で届け出られた日を記載すること。

３ 現場代理人が着手時と異なるときは、本届出の前に現場代理人変更届を提出していなければならな

いこと。

工 事 名

工 事 番 号 第 号

工 事 場 所

工 期 自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

請負代金額 \

契約年月日 令和 年 月 日

工事着手日 令和 年 月 日

工事着工日 令和 年 月 日

現場代理人

氏 名



（１）主任技術者の専任を要しない工事の場合 （１）主任技術者の専任を要しない工事の場合

工事① 工事② 工事① 工事②

請負代金額 3,500万円
未満

3,500万円
未満

請負代金額
3,500万円

未満
3,500万円

未満
現場代理人 Ａ Ａ ※１又は※２ 現場代理人 Ａ Ａ ※１、※２又は※３

主任技術者 Ａ Ａ ※４ 主任技術者 Ａ Ａ ※４

（２）主任技術者の専任を要する工事を１件含む場合 （２）主任技術者の専任を要する工事を１件含む場合

工事① 工事② 工事① 工事②

請負代金額
3,500万円

未満
3,500万円

以上
請負代金額

3,500万円
未満

3,500万円
以上

現場代理人 Ａ Ｂ 現場代理人 Ａ Ａ ※３
主任技術者 Ａ Ａ ※４ 主任技術者 Ａ Ａ ※４

（３）主任技術者の専任を要する工事２件の場合 （３）主任技術者の専任を要する工事２件の場合

工事① 工事② 工事① 工事②

請負代金額
3,500万円

以上
3,500万円

以上
請負代金額

3,500万円
以上

3,500万円
以上

現場代理人 Ａ Ｂ 現場代理人 Ａ Ａ ※３
主任技術者 Ａ Ｂ 主任技術者 Ａ Ａ ※４

現場代理人 B Ｃ →密接な関連＋10km程度以内＋概ね30分以内を満たす場合に適用される。
主任技術者 Ａ Ａ ※４  （例えば、関連性の無い改良工事と維持工事などの兼務は×）

（４）主任技術者の専任を要する工事３件の場合

工事① 工事② 工事③

請負代金額
3,500万円

以上
3,500万円

以上
3,500万円

以上
現場代理人 Ａ Ａ Ｂ ※３
主任技術者 Ａ Ａ Ａ ※４

→密接な関連＋10km程度以内＋概ね30分以内を満たす場合に適用される。
→工事③は、施工上問題が無い場合に限り兼務を認めるものとする。
→現場代理人の兼務は２件までとする。（※３）

現場代理人、主任技術者の兼務要件について

◆現場代理人の兼務要件：現場代理人の常駐の取扱いについて（平成21年５月７日付け高建管第103号土木部長通知）
 ※１：第２の１（１）  3,500万円未満の災害復旧工事等
 ※２：第２の１（６）  3,500万円未満の工事について２件かつ30分以内の場合兼務可
 ※３：第２の１（８）  ※４の工事について、２件かつ30分以内の場合兼務可
◆主任技術者の兼務要件：監理技術者制度運用マニュアル（最終改正 令和２年９月30日付け国不建第130号）
 ※４：三（２）①  一体性若しくは連続性が認められる工事、又は相互に調整を要する工事で、かつ、10km程度の近接した

    ２件程度の工事

注１ 上表は、ケース毎に兼務可能な最大のパターン例を示したものであり、実際に兼務を認めるかどうかは、現場条件に
   より判断すること。（交通量・通学者の多寡、夜間工事や急傾斜地崩壊対策工事を含むかなど）
注２ 随意契約により受注した場合、関連性のある隣接工事の場合、工場製作期間中における同一工場の扱い等の詳細については、
   上表と異なる取扱いとなることに留意。詳細については、「現場代理人の常駐の取扱いについて」を参照のこと。
注３ 建築工事一式に係る主任技術者にあっては、上表中の「3,500万円」を「7,000万円」と読み替える。
注４ 一つでも監理技術者となる場合（下請総額4,000万円以上（建築一式工事は6,000万円以上））は適用できない。

【参考】現場代理人及び主任技術者の兼務の取扱いについて

令和３年３月31日まで 令和３年４月１日以降

兼務要件 兼務要件

兼務要件 兼務要件

兼務要件 兼務要件

兼務要件

  （建設業法施行令第27条第２項：密接な関係のある２以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において
   施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。）



1

「現場代理人の常駐の取扱いについて」新旧対照表（令和４年１月１日施行分）

新 旧

第１～第２ （略）

第２ 現場代理人の兼務

１～３ （略）

４ 承認又は却下の通知

契約担当機関は、１の(１)、（６）、(７)又は（８）により現場代理人の兼務を承認したと

きは、様式２により受注者に通知すること。

却下するときは、様式３により理由を付して通知すること。

第３ 常駐を要しない期間中の現場代理人の取扱い

１ 資材調達等により常駐を要しない期間がある場合

(１)～(２) （略）

(３) 契約担当機関は、現場代理人の兼務届出を承認するときは、様式４の正本は保管し、

副本に承認の記名を行い、受注者に交付すること。

また、承認することが適当でないと判断したときは、様式３により理由を付して却下

通知をすること。

(４)～(６) （略）

２～３ （略）

第４ （略）

第５ その他

１ （略）

２ 施行期日

（略）

この通知は、令和３年４月１日から施行する。

この通知は、令和４年１月１日から施行する。

※ 様式の改正：様式１～様式５

第１ （略）

第２ 現場代理人の兼務

１～３ （略）

４ 承認又は却下の通知

契約担当機関は、１の(１)、(７)又は（８）により現場代理人の兼務を承認したときは、

様式２により受注者に通知すること。

却下するときは、様式３により理由を付して通知すること。

第３ 常駐を要しない期間中の現場代理人の取扱い

１ 資材調達等により常駐を要しない期間がある場合

(１)～(２) （略）

(３) 契約担当機関は、現場代理人の兼務届出を承認するときは、様式４の正本は保管し、

副本に承認の記名押印を行い、受注者に交付すること。

また、承認することが適当でないと判断したときは、様式３により理由を付して却下

通知をすること。

(４)～(６) （略）

２～３ （略）

第４ （略）

第５ その他

１ （略）

２ 施行期日

（略）

この通知は、令和３年４月１日から施行する。


